
沖 縄 県 警 察

県内で高校生が運転する二輪車乗車中の死亡事故が２件発生しています。

※ 令和７年９月（嘉手納町）、令和８年２月（うるま市）

● 速度超過や無理な追い越し、すり抜け運転などは重大な事故に繋がります。

● 大切な命を守るために、ヘルメットをしっかりと被り、プロテクターも着用しましょう。

※ バイク乗車中死者のうち約70％が頭部もしくは胸部に怪我を負ったことにより

死亡しています。

● 無免許運転、飲酒運転は絶対にやめましょう。

県内における１８歳未満の交通違反検挙状況(令和７年中)

242件

１４５件

１0件

令和７年１月から令和８年２月末までの間に発生した若年者（16～24歳）

の交通事故死者数は13人で、うち２人については高校生による死亡事故。

なお、13人全てが「二輪車乗車中の死亡事故」となっています。

○ 定員外乗車・・・

○ 無免許運転・・・

○ 飲酒運転 ・・・・


